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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂を材料とする複数の樹脂層からなる多層構造を有する多層樹脂チューブに
おいて、
　樹脂層のうち少なくとも最内層に低透過性樹脂層を形成するとともに、長繊維状の導電
フィラーを樹脂に添加して導電性を付加した導電性樹脂層を少なくとも一層形成し、前記
電導フィラーは、チューブの長さ方向の寸法変化率と、チューブの最大使用長さとから決
まる最低基準以上の繊維長さを有することを特徴とする多層樹脂チューブ。
【請求項２】
　前記低透過性樹脂層は、導電性樹脂層を兼ねることを特徴とする請求項１に記載の多層
樹脂チューブ。
【請求項３】
　前記導電性樹脂層は、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、エチレンテトラフルオ
ロエチレン（ＥＴＦＥ）、ポリアミド１１（ＰＡ１１）、ポリアミド（ＰＡ１２）のうち
、いずれか１種類の樹脂を材料としたことを特徴とする請求項２に記載の多層樹脂チュー
ブ。
【請求項４】
　前記導電フィラーは、炭素長繊維からなることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
の項に記載の多層樹脂チューブ。
【請求項５】
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　前記導電フィラーは、カーボンナノチューブからなることを特徴とする請求項１乃至４
のいずれかの項に記載の多層樹脂チューブ。
【請求項６】
　前記炭素長繊維またはカーボンナノチューブを混合した単層または多層の導電性樹脂層
を有することを特徴とする請求項４または５に記載の多層樹脂チューブ。
【請求項７】
　前記炭素長繊維またはカーボンナノチューブの配合割合は、原材料１００重量部中、５
～３０重量％であることを特徴とする請求項４または５に記載の多層樹脂チューブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の燃料配管に用いられる多層樹脂チューブに係り、特に、カーボンナ
ノチューブなどを添加した電導性樹脂層を有する多層樹脂チューブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車の燃料配管に用いられるチューブとしては、金属製のチューブが一般に用
いられており、メッキ被膜や樹脂被膜の被膜材料や被膜層構造の改良により耐食性や耐薬
品性などの性質を強化している。
【０００３】
　近年、この種の燃料配管に用いるチューブとしては、上記の金属製のチューブの他に、
樹脂チューブが用いられるようになってきている。樹脂チューブは、金属チューブと違っ
て錆びることがなく、また、加工が容易な上、設計上の自由度が大きく、軽量であるなど
の数々の利点がある。
【０００４】
　自動車の燃料系配管では、燃料タンクの燃料をポンプで吐出するとき、また、燃料チュ
ーブの流路抵抗による摩擦によって静電気が発生し、燃料チューブが帯電するという現象
がある。帯電した状態を放置すると、スパークが発生し燃料チューブの被膜が損傷し、そ
の耐食性、耐摩耗性が劣化するという不都合が生じる。そのため、従来から燃料系配管の
途中で車体側にアースするなどして静電気を逃がす必要がある。
【０００５】
　樹脂製チューブは、本来的に電気を通さないので、静電気がたまる点からすれば問題と
なる。そこで、最近では、カーボンブラックやカーボン繊維などの電導フィラーを混入し
て導電性を付加したチューブが開発されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、導電性を樹脂チューブに付加するために、導電フィラーを混合した従来
の樹脂チューブでは、経時的に導電性が低下するという問題があり、必要十分な導電性能
を維持できないのが現状である。
【０００７】
　近年、燃料配管に用いる樹脂チューブに要求される性能において、燃料が透過し難い性
質を付加することが新たな課題となっている。この性質（以下、低透過性という）は、燃
料がチューブを透過して大気中に放出されるのを防ぐために環境保護の観点から要求され
るようになってきたものである。
【０００８】
　ここで、低透過性樹脂とは、次のような技術的な意味で用いられている。　
　樹脂の低透過性を試験する方法には、様々な方法があるが、燃料用チューブに用いる樹
脂について低透過性を試験する方法の代表例には、ＳＨＥＤ試験機を用いて行うＣＡＲＢ
　ＤＢＬ法がある。
【０００９】
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　図６に示すように、試験には、内径６mm、外径８mmで５メートル以上のチューブが用い
られ、このチューブ２は、まず前処理を行うために、試験用の燃料が溜まっているステン
レス製の密封容器４に密閉シールジョイント５を介してループ状に接続される。そしてチ
ューブ２の内部に試験用の燃料を満たしたまま温度４０℃の状態を５０日間以上保持する
。
【００１０】
　次に、前処理の終わったチューブ２をＳＨＥＤ試験機（図示せず）に接続し、このＳＨ
ＥＤ試験機にて試験燃料に含まれるハイドロカーボン（ＨＣ）がチューブ２を透過した量
を測定する。
【００１１】
　ＳＨＥＤ試験機で透過量を測定した結果、ハイドロカーボンの透過量が５０ｍｇ／ｍ・
Ｄａｙ以下である樹脂を低透過性樹脂と称する。
【００１２】
　従来、燃料透過量を減少させ低透過性の基準をクリアするため、燃料に接触する最内層
を低透過性の樹脂材料から形成し、その外側に接着層を介してポリアミド樹脂などの樹脂
層で被覆した多層構造のチューブがある。しかし、従来の樹脂チューブには、導電性の維
持と低透過性能を同時に兼ね備えたものはなかった。
【００１３】
　そこで、本発明の目的は、前記従来技術の有する問題点を解消し、導電性を低下させず
に、高い低透過性能との両立を実現できるようにした多層樹脂チューブを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記の目的を達成するために、本発明は、熱可塑性樹脂を材料とする複数の樹脂層から
なる多層構造を有する多層樹脂チューブにおいて、樹脂層のうち少なくとも最内層に低透
過性樹脂層を形成するとともに、長繊維状の導電フィラーを樹脂に添加して導電性を付加
した導電性樹脂層を少なくとも一層形成し、前記電導フィラーは、チューブの長さ方向の
寸法変化率と、チューブの最大使用長さとから決まる最低基準以上の繊維長さを有するこ
とを特徴とするものである。
【００１６】
　また、導電性樹脂層の樹脂材料には、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、エチレ
ンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）、ポリアミド１１（ＰＡ１１）、ポリアミド１２
（ＰＡ１２）のうち、いずれか１種類の樹脂を用いることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、導電性樹脂層では、基材が膨潤しても繊維同士の接触状態が切断され
ることなく維持され、導電性能を維持することができるので、低透過樹脂層の高い低透過
性能との両立を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明による多層樹脂チューブの一実施形態について、添付の図面を参照しなが
ら説明する。　
　　　　第１実施形態
　図１は、多層樹脂チューブの横断面を示す。この多層樹脂チューブは、外側から順に外
層の第１層と、中間の接着層である第２層と、最内層の第３層からなる３層構造の樹脂チ
ューブである。第１実施形態では、層の基本構造として燃料に直接触れる最内層の第３層
が低透過性の樹脂を材料とする層となっていいる。そして、この第３層は、低透過性樹脂
層であることに加えて、長繊維状の導電フィラーを添加した樹脂からなる導電性樹脂層で
もある。第１層の方は、第３層のように低透過性を強化した樹脂層とはなっていない。第
３層は、低透過性の熱可塑性樹脂に電導性を付与するために、カーボンナノチューブまた
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は炭素長繊維が添加された樹脂から形成されている。
【００１９】
　ここで、表１は、本発明の第１実施形態による多層樹脂チューブにおいて、材料樹脂の
組み合わせ例を示す。
【表１】

【００２０】
　外層の第１層には、ポリアミド樹脂、具体的には、ＰＡ１１、ＰＡ１２、ＰＡ６が用い
られる。低透過性樹脂層の第３層には、好ましくは、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰ
Ｓ）、エチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）が用いられる。電導フィラーとして
樹脂に添加するカーボンナノチューブ、炭素長繊維の配合量は、原材料１００重量部、５
～３０重量％であることが好ましい。カーボンナノチューブや炭素長繊維の配合量が５重
量％以下であると、表面抵抗において１０５Ω以下の抵抗値を得られない。他方、３０重
量％以上であると、基材である樹脂の引張強度、衝撃強度などの強度が著しく低下してし
まう。
【００２１】
　なお、第３層の性能に低透過性があまり要求されないチューブであれば、材料構成例５
、６に示すように、ＰＡ１１、ＰＡ１２などのポリアミドを用いるようにしてもよい。
【００２２】
　図２に示すように、カーボンナノチューブを添加した場合、基材である低透過性樹脂に
は、カーボンナノチューブが互いに絡まり合いながら分散した状態になっている。また、
図３に示すように、炭素長繊維を添加した場合には、同様に、炭素長繊維は互いに絡まり
合いながら基材中に分散している。
【００２３】
　このように第３層には、カーボンナノチューブまたは炭素長繊維のように、長繊維状の
導電フィラーを用いているので、本実施形態の多層樹脂チューブを自動車の燃料配管に利
用した場合、次のような効果が得られる。
【００２４】
　自動車の燃料配管に使用された場合、第３層は燃料の通路を形成するので、第３層の内
面は、燃料に常に接触することになるので、基材の樹脂と燃料の水酸基とが水素結合する
反応が生じる。そして、時間が経つにつれて、水素結合による膨潤が進む。
【００２５】
　従来技術のように、電導フィラーとして、カーボンブラックや炭素短繊維を添加して電
導性を付与したチューブでは、膨潤によって電導フィラー間の隙間が大きくなり、結果的
に電導性が低下する。
【００２６】
　これに対して、電導フィラーとして、カーボンナノチューブや炭素長繊維を添加したも
のでは、図２、図３に示すように、１本１本の繊維が長いので、基材が膨潤しても繊維同
士の接触状態が切断されることなく維持され、導電性能を維持することができる。第３層
の基材は、燃料が透過し難い性質の樹脂からなるものであるが、膨潤しても燃料に対する
低透過性は変わらずに維持されるので、全体として、第３層の電導性と低透過性を兼ね備
えた性能は維持される。
【００２７】
　カーボンナノチューブ、炭素長繊維の繊維長さは、電導性能の維持に大きく影響する。
そして、樹脂チューブの場合、熱を不断に受ける使用環境にあるので、伸びなどの寸法変
化との相対的な関係で、導電性能の維持に最低限必要な繊維長さが決まってくる。
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【００２８】
　例えば、自動車の燃料配管に用いる樹脂チューブでは、最大でも長さは１０００mmであ
る。そして、伸びによる寸法変化率が０．３％程度見込まれるとすると、樹脂チューブの
伸びは、最大３mmである。そうすると、カーボンナノチューブや炭素長繊維の繊維長さは
、少なくとも、３mm以上ないと繊維間の接触状態が切断される可能性がある。このように
、樹脂に配合するカーボンナノチューブや炭素長繊維については、樹脂の種類、実際に使
用されるチューブの最大長さ、寸法変化率との関係で、個別具体的に、最低限必要な繊維
長が決まるようになっている。
【００２９】
　　　　第２実施形態　
　次に、図４は、本発明の第２の実施形態による多層樹脂チューブの横断面図である。
【００３０】
　第２実施形態の多層樹脂チューブでは、燃料に直接触れる最内層の第３層が低透過性の
樹脂を材料とする層であるある点は第１実施形態と同様である。そして、第１実施形態の
多層チューブとの違いは、表層の第１層が長繊維状の導電フィラーを添加した樹脂からな
る導電性樹脂層である点にある。
【００３１】
　第２実施形態の多層チューブによれば、第３層が低透過性樹脂層、第１層が電導性樹脂
層というように、透過性能と導電性をもつ樹脂層を分離し、第１層をカーボンナノチュー
ブや炭素長繊維により電導性を付与すると同時に、基材樹脂の補強する機能を発揮するた
め、チューブ自体の衝撃強度を高められるという効果がある。
【００３２】
　ここで、表２は、本発明の第２実施形態による多層樹脂チューブにおいて、材料樹脂の
組み合わせ例を示す。
【表２】

【００３３】
　外層の第１層には、ポリアミド樹脂、具体的には、ＰＡ１１、ＰＡ１２、ＰＡ６が用い
られる。電導フィラーとして樹脂に添加するカーボンナノチューブ、炭素長繊維の配合量
は、原材料１００重量部、５～３０重量％であることが好ましい。低透過性樹脂層の第３
層には、好ましくは、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、エチレンテトラフルオロ
エチレン（ＥＴＦＥ）が用いられる。
【００３４】
　　　　第３実施形態　
　次に、図５は、本発明の第３の実施形態による多層樹脂チューブの横断面図である。
【００３５】
　この第３実施形態の多層樹脂チューブは、第１実施形態と第２実施形態の両者を組み合
わせた構造のチューブである。すなわち、層の基本構造として燃料に直接触れる最内層の
第３層を低透過性の樹脂を材料とする層とした上で、第３層と表層の第１層を共に、長繊
維状の導電フィラーを添加した樹脂からなる導電性樹脂層として構成されている。
【００３６】
　このような第３実施形態によれば、第１実施形態と同様にチューブの電導性を向上でき
るのはもちろんとして、カーボンナノチューブや炭素長繊維による一層の強度強化を図る
ことができる。
【００３７】
　ここで、表３は、本発明の第３実施形態による多層樹脂チューブにおいて、材料樹脂の
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組み合わせ例を示す。
【表３】

【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１実施形態による多層樹脂チューブの横断面図。
【図２】基材中に分散したカーボンナノチューブの説明図。
【図３】基材中に分散した炭素長繊維の説明図。
【図４】本発明の第２実施形態による多層樹脂チューブの横断面図。
【図５】本発明の第３実施形態による多層樹脂チューブの横断面図。
【図６】樹脂チューブの低透過性の試験方法の説明図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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